
大規模事業所への温室効果ガス排出総量 
削減義務と排出量取引制度（概要） 
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１．東京都の気候変動対策 

-2- 

 温室効果ガスの総量削減目標  
 部門別の対策 
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●東京都の温室効果ガス排出量目標  「2020年までに、25%削減（2000年比）」 
  ・2006年12月「10年後の東京」において設定 
●東京都のエネルギー消費量目標    「2020年までに20％、2030年までに30％削減（2000年比）」 
  ・2014年12月「東京都長期ビジョン」において設定 
●東京都の温室効果ガス排出量目標   「2030年までに30％削減（2000年比）」 
  ・2016年3月「東京都環境基本計画」において設定 
●東京都のエネルギー消費量目標    「2030年までに38％削減（2000年比）」 
  ・2016年3月「東京都環境基本計画」において設定 

１．東京都の気候変動対策 -温室効果ガスの総量削減目標- 

省エネルギー・エネルギーマネジメントの推進により、エネルギー利用の高効率化・ 
最適化が進展し、エネルギー消費量の削減と経済成長が両立した、持続可能な都市が実現
している。 
産業・業務部門においては、事業者規模の大小にかかわらず、設備機器の効率的な運用・
高効率化が進むとともに、低炭素なエネルギーの選択行動がとられている。 
 

あるべき姿 

目標 
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業務・産業 
部門 

約４６％ 

家庭部門 
約３０％ 

運輸部門 
 約２２％ 

大規模事業所への「総量削減義務」の実施 

中小規模事業所の省エネを促進 

家庭の節電・省エネを進める 

●家庭用燃料電池の普及促進  など  

自動車部門のＣＯ２削減 

●燃料電池車、電気自動車など次世代自動車の普及促進 
 

約4975万㌧ 

●地球温暖化対策報告書制度 
●中小テナントビルの省エネ改修支援 

環境都市づくり制度の導入・強化 

●交通・輸送における省エネルギー対策の推進  など 

大規模 
事業所 
約４割 
（約1300） 

中小規模 
事業所 
約６割 
（約63万） 

●新築建築物の環境性能の評価と公表 
●マンション環境性能表示 
●大規模都市開発での省エネ性能の条件化、地域でのエネルギ
ーの有効利用 など 

●既存住宅の断熱性能の向上、太陽光発電・太陽熱利用の促進 
 

都ＣＯ２排出量（部門別割合）※ 

※ 2014年度速報値（2000年度係数固定）より部門別割合を算出 

●総量削減義務と排出量取引制度 

１．東京都の気候変動対策 –部門別の対策- 
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家庭のエネルギー消費
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ビルのエネルギー消費先比率
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省エネ効果（熱源）
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「10年後の東京」都政モニターアンケート
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「都民生活に関する世論調査」(2007.12)

		

		暖房用 ダンボウヨウ		15%

		冷房用 レイボウヨウ		3%

		給湯用 キュウトウヨウ		33%

		厨房用 チュウボウヨウ		9%

		冷蔵庫、照明その他 レイゾウコショウメイタ		39%

				家庭部門の用途別エネルギー消費構成比（東京都、２００４年度） カテイブモンヨウトベツショウヒコウセイヒトウキョウトネンド





「都民生活に関する世論調査」(2007.12)

		





ビルのエネルギー消費先比率 (2)

		

		エネルギー消費先比率 ショウヒサキヒリツ

				オフィスビル（テナントビル）：レンタブル比６０％以上(熱源あり）の場合 ヒイジョウネツゲンバアイ

				熱源 ネツゲン		31.1%

				熱搬送 ネツハンソウ		12.0%

				照明 ショウメイ		21.3%

				コンセント		21.1%

				動力 ドウリョク		8.6%

				給湯 キュウトウ		0.8%

				その他 タ		5.1%
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ビルのエネルギー消費先比率 (2)
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																								2/13/08 13:00

		エネルギー消費先比率 ショウヒサキヒリツ

				オフィスビル（テナントビル）：レンタブル比６０％以上(熱源あり）の場合 ヒイジョウネツゲンバアイ

				熱源 ネツゲン		31.1%

				熱搬送 ネツハンソウ		12.0%								吸収冷温水発生器 キュウシュウヒオンスイハッセイキ

				照明 ショウメイ		21.3%

				コンセント		21.1%

				動力 ドウリョク		8.6%								･平成18年度　第17回省エネ大賞　省エネルギーセンター会長賞　　受賞製品 ヘイセイネンドダイカイショウタイショウショウカイチョウショウジュショウセイヒン

				給湯 キュウトウ		0.8%

				その他 タ		5.1%								･製品名：３重効用高効率ガス吸収冷温水機 セイヒンメイジュウコウヨウコウコウリツキュウシュウヒオンスイキ

														･メーカー：川重冷熱工業株式会社（江東区南砂） カワシゲルレイネツコウギョウカブシキカイシャコウトウクミナミスナ

														・世界最高の省エネ効率　　COP＝１・６を達成 セカイサイコウショウコウリツタッセイ

														効率(COP） コウリツ				1		1.6

														エネルギー消費量 ショウヒリョウ				100		63

														※省エネ効果 ショウコウカ				1		37%

														【エネルギー削減効果（試算）】 サクゲンコウカシサン

														・ビル全体のエネルギー消費量 ゼンタイショウヒリョウ						1,000

														・熱源によるエネルギー消費割合 ネツゲンショウヒワリアイ						31.1%

																		＝		311

														・設備更新による削減効果 セツビコウシンサクゲンコウカ

														製品： セイヒン				従来品と比べて ジュウライヒンクラ		▲３７％

																		熱源によるエネルギー消費量： ネツゲンショウヒリョウ		(115)

														↓

														・ビル全体のエネルギー消費量 ゼンタイショウヒリョウ

																		更新前： コウシンマエ		1,000

																		更新後： コウシンゴ		885

																		削減効果： サクゲンコウカ		12%





		0.051		0.008		0.086		0.12		0.211		0.213		0.311



その他

給湯

動力

熱搬送

コンセント

照明

熱源



																								2/13/08 13:00

		エネルギー消費先比率 ショウヒサキヒリツ

				オフィスビル（テナントビル）：レンタブル比６０％以上(熱源あり）の場合 ヒイジョウネツゲンバアイ

				熱源 ネツゲン		31.1%

				熱搬送 ネツハンソウ		12.0%								蛍光灯照明器具 ケイコウトウショウメイキグ

				照明 ショウメイ		21.3%

				コンセント		21.1%

				動力 ドウリョク		8.6%								･平成18年度　第17回省エネ大賞　資源エネルギー庁官賞　　受賞製品 ヘイセイネンドダイカイショウタイショウシゲンチョウカンショウジュショウセイヒン

				給湯 キュウトウ		0.8%

				その他 タ		5.1%								･製品名：センサ機能付照明器具　セルコンシリーズ　おまかせセルコン セイヒンメイキノウツショウメイキグ

														･メーカー：松下電工株式会社 マツシタデンコウカブシキカイシャ

														・省エネ効果　　従来HFインバータ器具比率　約４８％ ショウコウカジュウライキグヒリツヤク

														【エネルギー削減効果（試算）】 サクゲンコウカシサン

														・ビル全体のエネルギー消費量 ゼンタイショウヒリョウ						1,000

														・照明によるエネルギー消費割合 ショウメイショウヒワリアイ						21.3%

																		＝		213

														・設備更新による削減効果 セツビコウシンサクゲンコウカ

														製品： セイヒン				従来品と比べて ジュウライヒンクラ		▲48%

																		照明によるエネルギー消費量： ショウメイショウヒリョウ		(102)

														↓

														・ビル全体のエネルギー消費量 ゼンタイショウヒリョウ

																		更新前： コウシンマエ		1,000

																		更新後： コウシンゴ		898

																		削減効果： サクゲンコウカ		10%



100×1.6
=　63
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		資料２：標準機と高効率機の販売状況（メーカーヒアリングより） シリョウヒョウジュンキコウコウリツキハンバイジョウキョウ

		■直焚き冷温水器（荏原冷熱工業株式会社） ジカダレイオンスイキエバラレイネツコウギョウカブシキカイシャ

				標準機 ヒョウジュンキ		高効率機 コウコウリツキ		最高効率機 サイコウコウリツキ		備考 ビコウ

		シリーズ名 メイ		RCD		RED		RFD

		特徴 トクチョウ

		効率（COP） コウリツ		1.12		1.28		1.51		低位発熱量換算 テイイハツネツリョウカンザン

				1.01		1.15		1.36

				0%		14%		35%

		省エネ率(%) ショウリツ		0%		14%		35%		標準機との差 ヒョウジュンキサ

		コスト		46,600,000		53,900,000		80,850,000		300RT

		コスト比 ヒ		1.0		1.2		1.7		標準機との差 ヒョウジュンキサ

		販売シェア ハンバイ		50%弱 ジャク		50%強 キョウ		10％弱 ジャク

		市場投入時期 シジョウトウニュウジキ		不明
（10年前の主流） フメイネンマエシュリュウ		不明
（本年初めてｼｪｱ50%超） フメイホンネンハジチョウ		2年前に投入 ネンマエトウニュウ

		ラインナップ		150-1500		150-500		320-500

		留意点 リュウイテン		なし		なし		従来機よりサイズ大 ジュウライキダイ

		■ターボ冷凍機（日立アプライアンス株式会社） レイトウキヒタチカブシキカイシャ

				標準機 ヒョウジュンキ		高効率機 コウコウリツキ		最高効率機 サイコウコウリツキ		備考 ビコウ

		シリーズ名 メイ		HC-F500EV		HC-F500GXV

		特徴 トクチョウ

		効率（COP） コウリツ		5.58		6				5.99以上は補助有 イジョウホジョアリ

		省エネ率(%) ショウリツ		0%		8%

		コスト				101000000				500RT

		コスト比 ヒ		1		2割～3割増し ワリワリマ

		販売シェア ハンバイ		20%		80%

		ラインナップ		400-1250		200-1500

		市場投入時期 シジョウトウニュウジキ		不明 フメイ		2003年 ネン

		留意点 リュウイテン		なし		なし

		■冷暖チラー(空冷）（東芝キャリア株式会社） ヒヤダンクウレイトウシバカブシキカイシャ

				標準機 ヒョウジュンキ		高効率機 コウコウリツキ		最高効率機 サイコウコウリツキ		備考 ビコウ

		シリーズ名 メイ		30AQA060		RUA-TBP0601H		RUA-TBP0601HN

		特徴 トクチョウ						空気熱交換への散水 クウキネツコウカンサンスイ

		効率（COP） コウリツ		3.09		3.58		4.8		3.58以上は補助有 イジョウホジョアリ

		省エネ率(%) ショウリツ		0%		16%		55%

		コスト		不明 フメイ		1		1.5		高効率機を基準とした コウコウリツキキジュン

		販売シェア ハンバイ		25%		40%		35%

		ラインナップ		90-360RT		同左 ドウサ		同左 ドウサ

		市場投入時期 シジョウトウニュウジキ		不明 フメイ		2006		2006

		留意点 リュウイテン		なし		なし		なし

		■冷専チラー(空冷）（東芝キャリア株式会社） ヒヤアツムトウシバカブシキカイシャ

				標準機 ヒョウジュンキ		高効率機 コウコウリツキ		最高効率機 サイコウコウリツキ		備考 ビコウ

		シリーズ名 メイ				RUA-TBP0601		RUA-TBP0601N

		特徴 トクチョウ						空気熱交換への散水 クウキネツコウカンサンスイ

		効率（COP） コウリツ		3.09		3.67		4.81		3.58以上は補助有 イジョウホジョアリ

		省エネ率(%) ショウリツ		0%		19%		56%

		コスト		不明 フメイ		1		1.5		最高効率機と高効率機の差額
が3-4年で回収できる程度 サイコウコウリツキコウコウリツキサガクネンカイシュウテイド

		販売シェア ハンバイ		50%		35%		10%

		ラインナップ		90-360RT		同左 ドウサ		同左 ドウサ

		市場投入時期 シジョウトウニュウジキ		不明 フメイ		2006		2006

		留意点 リュウイテン		なし		なし		なし

		※補助金 ホジョキン

		高効率空調機導入支援事業：経済産業省が定めた住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促進事業費補助金（高効率空調機導入支援事業）交付要綱に基づき、有限責任中間法人日本エレクトロヒートセンターに交付される国庫補助金から高効率空調機を設置しようとする方に交付するもの。
（新設の場合は、標準機との差額の1/3を上限。既設の場合は、導入日の1/3を上限） コウコウリツクウチョウキドウニュウシエンジギョウシンセツバアイヒョウジュンキサガクジョウゲンキセツバアイドウニュウヒジョウゲン

		■高効率機の販売シェアが低い原因（メーカー担当者の声を抜粋） コウコウリツキハンバイヒクゲンインタントウシャコエバッスイ

		三浦工業㈱ ミウラコウギョウ				オーナーとメーカーが直接話をする機会が少ない。設備導入には、ゼネコン等を通すケースが多く、ランニングコストよりもイニシャルコストを重視される。そのたま、価格を抑える目的で省エネオプションが外されやすい。 チョクセツハナキカイスクセツビドウニュウトウトオオオジュウシカカクオサモクテキショウハズ

		東芝キャリア空調システムズ㈱ トウシバクウチョウ				事務所ビルよりも工場の方が省エネ意識が高い。新築時もゼネコンが入るとイニシャル優先になる。 ジムショコウジョウホウショウイシキタカシンチクジハイユウセン





		

		http://www.metro.tokyo.jp/INET/CHOUSA/2007/12/60hca100.htm

				街路樹 ガイロジュ				54.4%

				校庭芝生化 コウテイシバフカ				55.4%

				耐震化・防災 タイシンカボウサイ				57.1%

				高齢者対策 コウレイシャタイサク				59.4%

				地球温暖化対策 チキュウオンダンカタイサク				61.0%





		





		

		環境対策 カンキョウタイサク		30.3%

		医療・衛生対策 イリョウエイセイタイサク		36.4%

		防災対策 ボウサイタイサク		37.6%

		高齢者対策 コウレイシャタイサク		47.5%

		治安対策 チアンタイサク		61.4%





		





		

																																																																																																				共用部とは、機械室等のバックヤードのエネルギー消費(空調・照明・他)に加え、供給システム(受変電設備の損失、空調熱源・熱搬送、他)で消費された一次エネルギーからオフィス等の空調負荷を除いたものです。グラフの割合の値は、空調負荷及び照明・コンセント・換気等で消費したエネルギーの比率を示します。小グラフは、この内オフィス専有部門の消費先比率を現したものです。

注)分析にあたっては、ビルで消費されたエネルギー(燃料＋電気)の一次換算値を使用しています

																																																																																				オフィスビルの形態を表す指標としてはレンタブル比[貸室面積/延べ床面積]があります。グラフのオフィスビルのレンタブル比は、"52.6%"(駐車場を除く延べ床面積比では、"62.2%")となり、一般的な指標として大きいといえます。つまり、このモデルビルは、一般的なオフィスビルであるといえます。
これに対して、指定工場等の大規模オフィスビルでは、店舗等の割合が大きい複合用途のビルが多くなっています。

		エネルギー消費先比率 ショウヒサキヒリツ																		エネルギー消費先比率 ショウヒサキヒリツ																		エネルギー消費先比率 ショウヒサキヒリツ

				オフィスビル（テナントビル）：レンタブル比６０％以上(熱源あり）の場合 ヒイジョウネツゲンバアイ																		ホテル																		スーパー																		百貨店 ヒャッカテン																都内の35,000m2程度の一般的なオフィスビルをモデルに、部門別面積割合と部門別エネルギー消費割合を示したもの

				熱源 ネツゲン		31.1%						※省エネセンター；パンフレット ショウ										熱源 ネツゲン		28.6%						※省エネセンター；パンフレット ショウ										熱源 ネツゲン		31.4%						※省エネセンター；パンフレット ショウ										熱源 ネツゲン		30.6%						※省エネセンター；パンフレット ショウ

				熱搬送 ネツハンソウ		12.0%																熱搬送 ネツハンソウ		18.6%																熱搬送 ネツハンソウ		7.4%																熱搬送 ネツハンソウ		9.2%

				照明 ショウメイ		21.3%						オフィスビルの省エネルギー ショウ										照明 ショウメイ		14.7%						ホテルの省エネルギー ショウ										照明 ショウメイ		22.0%						商業ビルの省エネルギー ショウギョウショウ										照明 ショウメイ		28.9%						商業ビルの省エネルギー ショウギョウショウ										オフィス専有 センユウ		52.6%						※省エネセンター；パンフレット ショウ

				コンセント		21.1%						http://www.eccj.or.jp/office_bldg/03.html										コンセント		7.7%						http://www.eccj.or.jp/hotel/04.html										コンセント		5.8%																コンセント		11.0%																オフィス共有 キョウユウ		19.4%

				動力 ドウリョク		8.6%																動力 ドウリョク		7.5%																動力 ドウリョク		10.9%						http://www.eccj.or.jp/commercial_bldg/sg3.html										動力 ドウリョク		9.8%						http://www.eccj.or.jp/commercial_bldg/sg3.html										物販店舗 ブッパンテンポ		0.7%						オフィスビルの省エネルギー ショウ

				給湯 キュウトウ		0.8%																給湯 キュウトウ		9.9%																給湯 キュウトウ		6.7%																給湯 キュウトウ		3.2%																飲食店舗 インショクテンポ		0.8%

				その他 タ		5.1%																その他 タ		13.0%																冷凍冷蔵 レイトウレイゾウ		10.4%																冷凍冷蔵 レイトウレイゾウ		5.1%																飲食共用 インショクキョウヨウ		0.9%						http://www.eccj.or.jp/office_bldg/02.html

																																								その他 タ		5.4%																その他 タ		2.2%																共用部 キョウヨウブ		10.1%

																																										100.0%																		100.0%																駐車場 チュウシャジョウ		15.5%
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Sheet1

		

						排出量（百万トンＣＯ２） ハイシュツリョウヒャクマン						伸び率（％） ノリツ

						１９９０年度 ネンド		２０００年度 ネンド		２００５年度 ネンド		９０年度比 ネンドヒ		２０００年度比 ネンドヒ						2005

		ＣＯ２		産業部門 サンギョウブモン		9.8		6.8		5.5		-43.8%		-18.6%				産業・業務 サンギョウギョウム		26.4				＊産業・業務 サンギョウギョウム

				業務部門 ギョウムブモン		15.7		18.9		20.9		33.2%		10.9%				家庭 カテイ		15.0				大規模 ダイキボ		10.6		４割 ワリ

				家庭部門 カテイブモン		13.0		14.3		15.0		15.7%		5.0%				運輸 ウンユ		15.0				中小 チュウショウ		15.8		６割 ワリ

				運輸部門 ウンユブモン		14.8		17.7		15.0		0.9%		-15.3%				その他 タ		1.0

				その他 タ		1.0		1.2		1.0		4.1%		-13.2%				ＣＯ２計 ケイ		57.5

				ＣＯ２計 ケイ		54.4		58.8		57.5		5.7%		-2.3%

		その他ガス タ				3.4		2.9		2.2		-36.6%		-26.1%

		合計 ゴウケイ				57.8		61.8		59.6		3.2%		-3.4%
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２．総量削減義務と排出量取引制度 

-5- 

 制度概要  
 削減計画期間 
 対象となる事業所  
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・ オフィスビル等を対象とする世界初 
   の都市型のキャップ＆トレード制度 
 
・ 高効率機器への更新や運用対策 
  の推進など、自らの事業所で削減  
  対策を推進 
 
・ 自らの削減対策に加え、排出量 
  取引での削減量の調達により、 
  合理的に対策を推進することが 
  できる仕組み 
 
・ 大規模事業所間の取引に加え、 
  各種クレジットの活用が可能 
 

２．総量削減義務と排出量取引制度 –制度概要- 
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■総量削減義務の履行期限 
  計画期間終了後、１年6ヶ月間の整理期間の後、履行期限となる。 

■削減計画期間：５年間 
第１計画期間:2010～2014年度 
第２計画期間:2015～2019年度 
以後、５年度ごとの期間 

整理期間 

2010年度 2011年度 2012年度 2015年度 2014年度 2013年度 

計画期間 

履行期限 
2016年9月末 

2016年度 

□第１計画期間の整理期間は2015年4月～2016年9月末 

□第２計画期間の整理期間は2020年4月～2021年9月末 

 ※ 削減義務量及び年度排出量確定時点で、整理期間の終了まで180日以下の場合は、 
     それらの確定後180日を経過した日が履行期限となる。 

第１計画期間の履行期限 

2015年度 2016年度 2017年度 2020年度 2019年度 2018年度 

履行期限 
2021年9月末 

2021年度 

第２計画期間の履行期限 

２．総量削減義務と排出量取引制度 –削減計画期間- 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
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分類 要件 
指定地球温暖化 

対策事業所 

前年度の燃料、熱、電気の使用量が原油換算で年間合計1,500kL以上
となった事業所 

特定地球温暖化 
対策事業所 

３か年度（年度の途中から使用開始された年度を除く。）連続して、 
燃料、熱、電気の使用量が原油換算で年間合計1,500kL以上となった
事業所 

指定相当地球温暖化 
対策事業所 

前年度の燃料、熱、電気の使用量が原油換算で年間合計1,500kL以上
となった事業所で中小企業等が二分の一以上所有している事業所 

２．総量削減義務と排出量取引制度 –対象となる事業所- 

※“指定相当”地球温暖化対策事業所を除く 
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３．指定相当地球温暖化対策事業所の取組等 

 概要  
 東京都地球温暖化対策指針の規定 
 その他の注意事項等  

-9- 
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●第２計画期間は、エネルギー使用量が原油換算で年間合計1,500 kL以上と 
 なった事業所のうち、中小企業等が二分の一以上所有する大規模事業所は指定

相当地球温暖化対策事業所として、削減義務対象外となる。 
 
●中小企業等の割合が二分の一以上である場合は、その事業所全体が削減義務の

対象外となる。逆に、中小企業等の割合が二分の一未満である場合は、中小企
業等の持分も含めて事業所全体が削減義務の対象となる。 

 
●指定相当地球温暖化対策事業所が、取り組むべき主な内容を次の表に示す。 

３．指定相当地球温暖化対策事業所の取組等 
-概要- 

計画書の提出・公表 
毎年度11月末までに、指定相当としての地球温暖化対策計画書の提出、公表が必
要（ただし、検証は不要） 

都による公表 都による公表を原則、実施 

削減目標 
特定地球温暖化対策事業所に準じて削減目標率を設定し、削減に向けて取り組む
ものとする。 

特定テナント等 
中小企業等が二分の一以上所有する事業所に入居する特定テナント等は、指定相
当としての特定テナント等地球温暖化対策計画書の提出が必要 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
それでは最初に、指定相当地球温暖化事業所の概要をおおまかに説明いたします。一つ目第２計画期間は、エネルギー使用量が原油換算で年間合計1,500 kL以上となった事業所のうち、中小企業等が二分の一以上所有する大規模事業所は指定相当地球温暖化対策事業所として、削減義務対象外となります。また、毎年行っていただいていた検証機関による排出量の検証ですが、義務期間終了年度以降は、この排出量の検証も不要となります。ただ、指定の取り消しを行う事で義務期間が終了するわけですが、この指定取消の時期について、3通りの選択ができます。これについては、後程説明いたします。二つ目中小企業等の割合が1/2以上である場合は、その事業所全体が削減義務の対象外となります。逆に、中小企業等の割合が1/2未満である場合は、中小企業等の持分も含めて事業所全体が削減義務の対象となります。三つ目指定相当地球温暖化対策事業所となっても、大規模CO2排出事業所の所有者として、指定地球温暖化対策事業所に準じた対策を推進するものとし、第２計画期間は17％削減（又は15％削減）に向けて計画的に取り組むとともに、組織体制の整備、地球温暖化対策計画書の提出・公表等を行うものとする。
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東京都地球温暖化対策指針 
第８ 指定相当地球温暖化対策事業所における地球温暖化の対策の推進 
 
１ 指定相当地球温暖化対策事業所の定義 
２ 指定相当地球温暖化対策事業所における地球温暖化の対策の推進 
３ 指定相当地球温暖化対策事業所の確認 
４ 地球温暖化の対策の推進体制 
５ 温室効果ガス排出量の把握 
６ 計画的な地球温暖化の対策の推進 
７ 地球温暖化対策計画書の作成等 
８ テナント等事業者における地球温暖化の対策の推進 
９ 自動車に係る地球温暖化の対策の推進 
10 知事の勧告 

３．指定相当地球温暖化対策事業所の取組等 
-東京都地球温暖化対策指針の規定- 

●指定相当地球温暖化対策事業所に係る取組等は、東京都地球温暖化対策指針の 
「第８ 指定相当地球温暖化対策事業所における地球温暖化の対策の推進」 
により規定されている。 

→スライド12から26で、特に重要な事項について説明する。 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
それでは最初に、指定相当地球温暖化事業所の概要をおおまかに説明いたします。一つ目第２計画期間は、エネルギー使用量が原油換算で年間合計1,500 kL以上となった事業所のうち、中小企業等が二分の一以上所有する大規模事業所は指定相当地球温暖化対策事業所として、削減義務対象外となります。また、毎年行っていただいていた検証機関による排出量の検証ですが、義務期間終了年度以降は、この排出量の検証も不要となります。ただ、指定の取り消しを行う事で義務期間が終了するわけですが、この指定取消の時期について、3通りの選択ができます。これについては、後程説明いたします。二つ目中小企業等の割合が1/2以上である場合は、その事業所全体が削減義務の対象外となります。逆に、中小企業等の割合が1/2未満である場合は、中小企業等の持分も含めて事業所全体が削減義務の対象となります。三つ目指定相当地球温暖化対策事業所となっても、大規模CO2排出事業所の所有者として、指定地球温暖化対策事業所に準じた対策を推進するものとし、第２計画期間は17％削減（又は15％削減）に向けて計画的に取り組むとともに、組織体制の整備、地球温暖化対策計画書の提出・公表等を行うものとする。
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東京都地球温暖化対策指針第８ １ 指定相当地球温暖化対策事業所の定義 

３．指定相当地球温暖化対策事業所の取組等 
-東京都地球温暖化対策指針の規定- 

指定相当地球温暖化対策事業所の定義 

原油換算エネルギー量が年間合計1,500 kL以上となった事業所のうち、 
中小企業等が二分の一以上所有する大規模事業所 

指定相当地球温暖化対策事業所となるケース 

①原油換算エネルギー量が新たに1500kl以上となり新規で指定相当地球温暖化 
 対策事業所になる場合 
②指定（特定）地球温暖化対策事業所の指定を取り消され、指定相当地球温暖化 
 対策事業所になる場合 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
それでは最初に、指定相当地球温暖化事業所の概要をおおまかに説明いたします。一つ目第２計画期間は、エネルギー使用量が原油換算で年間合計1,500 kL以上となった事業所のうち、中小企業等が二分の一以上所有する大規模事業所は指定相当地球温暖化対策事業所として、削減義務対象外となります。また、毎年行っていただいていた検証機関による排出量の検証ですが、義務期間終了年度以降は、この排出量の検証も不要となります。ただ、指定の取り消しを行う事で義務期間が終了するわけですが、この指定取消の時期について、3通りの選択ができます。これについては、後程説明いたします。二つ目中小企業等の割合が1/2以上である場合は、その事業所全体が削減義務の対象外となります。逆に、中小企業等の割合が1/2未満である場合は、中小企業等の持分も含めて事業所全体が削減義務の対象となります。三つ目指定相当地球温暖化対策事業所となっても、大規模CO2排出事業所の所有者として、指定地球温暖化対策事業所に準じた対策を推進するものとし、第２計画期間は17％削減（又は15％削減）に向けて計画的に取り組むとともに、組織体制の整備、地球温暖化対策計画書の提出・公表等を行うものとする。
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●削減義務対象外となる中小企業等とは、次の①から⑥までのいずれかに該当する 
 事業者（毎年度末時点の状況で判断） 

①中小企業基本法に定める中小企業者 

  中小企業基本法に定める中小企業者は、業種分類※ごとに資本金・従業員数のいずれか 
   が下表の数値以下である者をいう。 

※ 日本標準産業分類第10回改訂版による。 

業種分類 資本金又は出資総額 常時使用従業員数 

製造業、建設業、運輸業、その他の業種   ３億円以下 300人以下 

卸売業   １億円以下 100人以下 

小売業 ５千万円以下   50人以下 

サービス業 ５千万円以下 100人以下 

ただし、大企業等が経営を実質的に支配する場合等を除く。 
 ア その子会社が大企業であるとき（特定中小企業） 
 イ 大企業若しくは特定中小企業又はその役員が当該中小企業の経営を実質的に支配している場合 
 ウ 中小企業者（ア及びイを除く。）、組合等及び個人以外のものが中小企業の経営を実質的に 
   支配している場合 

【注意】国や地方公共団体、医療法人、学校法人、宗教法人、特定目的会社、 
一般財団法人、公益財団法人、特定非営利活動法人などは、中小企業者には含まれ
ない。また、中小企業者が外国会社の場合は、国内会社と同様の取扱いとする。 

中小企業等が二分の一以上所有する指定相当地球温暖化対策事業所に関するガイドラインP3 

３．指定相当地球温暖化対策事業所の取組等 
-東京都地球温暖化対策指針の規定- 

東京都地球温暖化対策指針第８ １ 指定相当地球温暖化対策事業所の定義 

中小企業等の定義 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
次に中小企業等の定義について、ここからスライド2枚にわたってご説明いたします。削減義務対象外となる中小企業等とは、次の①と、次のページの②～⑥までのいずれかに該当する事業者という事で、毎年度末時点の状況で判断します。まず①文章読む
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② 中小企業団体の組織に関する法律に定める協業組合、商工組合又は商工組合連合会 

 

③ 中小企業等協同組合法に定める事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、 
  協同組合連合会又は企業組合 

 

④ 商店街振興組合法に定める商店街振興組合又は商店街振興組合連合会 

 

⑤ 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に定める生活衛生同業組合、 
  生活衛生同業小組合又は生活衛生同業組合連合会 

 

⑥ 個人 

東京都地球温暖化対策指針第８ １ 指定相当地球温暖化対策事業所の定義 

３．指定相当地球温暖化対策事業所の取組等 
-東京都地球温暖化対策指針の規定- 

中小企業等の定義 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
文章読む。まずはじめに、これら①～⑥の中小企業等の定義に該当する所有者であるかを確認します。
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＜イメージ＞（購買伝票等又は特定計量器による計測で把握されていない場合の例） 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

建
物
所
有
割
合 

左例の場合、
当該年度の 
中小企業等の
建物所有割合
が二分の一以
上と判断され
る。 

中小企業等が所有 

60％ 

100％ 

80％ 

40％ 

20％ 

0％ 

●中小企業等が所有する部分の原油換算エネルギー使用量が、購買伝票等又は 
 特定計量器による計測で把握されている場合は、当該部分の当該年度の 
 原油換算エネルギー使用量で判断 
 
●購買伝票等又は特定計量器による計測で把握されていない場合は、当該年度の 
 中小企業等の建物等の所有割合で判断 

（80％×8／12ヶ月）+（20％×4／12ヶ月）＝当該年度で60％所有 

東京都地球温暖化対策指針第８ １ 指定相当地球温暖化対策事業所の定義 

３．指定相当地球温暖化対策事業所の取組等 
-東京都地球温暖化対策指針の規定- 

二分の一以上所有の定義 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
80％所有が8か月20％所有が4か月なので、該当年度の所有割合は60％となり、1/2以上の所有となります。
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東京都地球温暖化対策指針第８ ２ 指定相当地球温暖化対策事業所における 
                   地球温暖化の対策の推進 

３．指定相当地球温暖化対策事業所の取組等 
-東京都地球温暖化対策指針の規定- 

●指定相当地球温暖化対策事業所の所有者（以下「指定相当地球温暖化対策 

 事業者」という。）は、東京都地球温暖化対策指針第８ ４から８ ７までに 

 定めるところにより、 

 

 ・組織体制の整備 
 ・温室効果ガスの排出量の把握 

 
に努め、地球温暖化の対策を推進するほか指定地球温暖化対策事業所に準じた 

対策をとるものとする。 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
それでは最初に、指定相当地球温暖化事業所の概要をおおまかに説明いたします。一つ目第２計画期間は、エネルギー使用量が原油換算で年間合計1,500 kL以上となった事業所のうち、中小企業等が二分の一以上所有する大規模事業所は指定相当地球温暖化対策事業所として、削減義務対象外となります。また、毎年行っていただいていた検証機関による排出量の検証ですが、義務期間終了年度以降は、この排出量の検証も不要となります。ただ、指定の取り消しを行う事で義務期間が終了するわけですが、この指定取消の時期について、3通りの選択ができます。これについては、後程説明いたします。二つ目中小企業等の割合が1/2以上である場合は、その事業所全体が削減義務の対象外となります。逆に、中小企業等の割合が1/2未満である場合は、中小企業等の持分も含めて事業所全体が削減義務の対象となります。三つ目指定相当地球温暖化対策事業所となっても、大規模CO2排出事業所の所有者として、指定地球温暖化対策事業所に準じた対策を推進するものとし、第２計画期間は17％削減（又は15％削減）に向けて計画的に取り組むとともに、組織体制の整備、地球温暖化対策計画書の提出・公表等を行うものとする。
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東京都地球温暖化対策指針第８ ３ 指定相当地球温暖化対策事業所の確認 

３．指定相当地球温暖化対策事業所の取組等 
-東京都地球温暖化対策指針の規定- 

ケース 提出書類 提出時期 

原油換算エネルギー量が新た
に1500kl以上となり新規で指

定相当地球温暖化対策事業所
になる場合 

①指定相当地球温暖化対策事業所該当届出書 
②特定温室効果ガス排出量算定報告書（届出の日の属する年度の前年度分）※1 

③中小企業等の所有が二分の一以上であることの確認書 
④別添1 所有等割合計算書（及び根拠資料） 
⑤別添2 義務対象外となる中小企業者について（及び根拠資料） 

初めて原油換算エネルギー量が
1500klを超えた年度の翌年度の
10月末日までに提出 
 
（例）2015年度の原油換算エネ
ルギー量が1500klを超えた 
→2016年10月末日までに提出 

指定（特定）地球
温暖化対策事業所
の指定を取り消さ
れ、指定相当地球
温暖化対策事業所
になる場合 

指定地
球温暖
化対策
事業所 

①指定地球温暖化対策事業所廃止等届出書 
②特定温室効果ガス排出量算定報告書（届出の日の属する年度の前年度分）※1 
③中小企業等の所有が二分の一以上であることの確認書 
④別添1 所有等割合計算書（及び根拠資料） 
⑤別添2 義務対象外となる中小企業者について（及び根拠資料） 

中小企業等が二分の一以上所有
していた年度の翌年度の9月末日
までに提出 
 
（例）2015年度に中小企業等が
二分の一以上所有 
→2016年9月末日までに提出 

特定地
球温暖
化対策
事業所 

①指定地球温暖化対策事業所廃止等届出書 
②特定温室効果ガス排出量算定報告書（届出の日の属する年度の前年度分）※2 
③中小企業等の所有が二分の一以上であることの確認書 
④別添1 所有等割合計算書（及び根拠資料） 
⑤別添2 義務対象外となる中小企業者について（及び根拠資料） 

※1 検証は不要。 

※2 選択した削減義務期間により検証の必要・不要が変わる。「中小企業等が二分の一以上所有に該当した年度の前年度まで」 
   を選択した場合は、検証は不要。削減義務期間を「中小企業等が二分の一以上所有に該当した年度まで」又は「当該削減 
   計画期間の終了年度まで」を選択した場合は、検証が必要。 

指定相当地球温暖化対策事業所になる場合の手続き等 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
それでは最初に、指定相当地球温暖化事業所の概要をおおまかに説明いたします。一つ目第２計画期間は、エネルギー使用量が原油換算で年間合計1,500 kL以上となった事業所のうち、中小企業等が二分の一以上所有する大規模事業所は指定相当地球温暖化対策事業所として、削減義務対象外となります。また、毎年行っていただいていた検証機関による排出量の検証ですが、義務期間終了年度以降は、この排出量の検証も不要となります。ただ、指定の取り消しを行う事で義務期間が終了するわけですが、この指定取消の時期について、3通りの選択ができます。これについては、後程説明いたします。二つ目中小企業等の割合が1/2以上である場合は、その事業所全体が削減義務の対象外となります。逆に、中小企業等の割合が1/2未満である場合は、中小企業等の持分も含めて事業所全体が削減義務の対象となります。三つ目指定相当地球温暖化対策事業所となっても、大規模CO2排出事業所の所有者として、指定地球温暖化対策事業所に準じた対策を推進するものとし、第２計画期間は17％削減（又は15％削減）に向けて計画的に取り組むとともに、組織体制の整備、地球温暖化対策計画書の提出・公表等を行うものとする。
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東京都地球温暖化対策指針第８ ３ 指定相当地球温暖化対策事業所の確認 
指定相当地球温暖化対策事業所の取消 

要件 提出書類 提出期限 

①  
事業活動の廃止又
はその全部の休止 

①指定相当地球温暖化対策事業所廃止等届出書 
②特定温室効果ガス排出量算定報告書 
（届出の日の属する年度の前年度分） 

廃止又は休止した日から30日を経過した日までに提出 
（例）2017年11月1日に廃止 
 ⇒2017年12月1日までに提出   

②  
前年度の原油換算
エネルギー使用量
が1,000 kL未満 

①指定相当地球温暖化対策事業所廃止等届出書 
②特定温室効果ガス排出量算定報告書 
（届出の日の属する年度の前年度分） 

要件に該当した年度の翌年度の11月末日までに提出 
（例）2016年度が1,000kL未満 
 ⇒2017年11月末日までに提出 

③  

原 油 換 算 エ ネ ル
ギー使用量が前年
度までの3箇年度連
続 ※1 し て 1,500 
kL未満 

①指定相当地球温暖化対策事業所廃止等届出書 
②特定温室効果ガス排出量算定報告書 
（届出の日の属する年度の前年度分） 

要件に該当した年度の翌年度の11月末日までに提出 
（例）2014～2016年度が1,500kL未満 
 ⇒2017年11月末日までに提出 

３．指定相当地球温暖化対策事業所の取組等 
-東京都地球温暖化対策指針の規定- 

以下の表の要件に該当した場合、提出期限までに届出書を提出し、取消しの手続きをする必要がある。 

※1 指定（特定）地球温暖化対策事業所であった期間の原油換算エネルギー使用量も含めて判断する。 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
二行文章を読んで表で説明●これまで指定（特定）地球温暖化対策事業所であったが、中小企業等が二分の一以上所有に該当すると、指定（特定）地球温暖化対策事業所として指定取消しとなった後に、指定相当地球温暖化対策事業所となる。●その取消ですが、中小企業等が二分の一以上所有に該当し、廃止届の提出を行う際に、削減義務期間は下表に示すとおり終了年度を選択可能となります。（短縮された期間に対応した義務履行が必要）。ただし、一度選択した削減義務期間の終了年度を決定後に再変更することはできない。
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東京都地球温暖化対策指針第８ ３ 指定相当地球温暖化対策事業所の確認 

中小企業等が二分の一未満になったときの措置について 

３．指定相当地球温暖化対策事業所の取組等 
-東京都地球温暖化対策指針の規定- 

●指定相当地球温暖化対策事業所において、中小企業等の所有割合が二分の一 
 未満となった場合は、次に示す書類を二分の一未満となった年度の翌年度の 
 10月末日までに提出し、新たに指定地球温暖化対策事業所となるための 
 手続きを行う。 

 

 ・指定地球温暖化対策事業所の指定に係る確認書 
 ・特定温室効果ガス排出量算定報告書（届出の日の属する年度の前年度分）※1 

    
●上記の届出により、改めて指定地球温暖化対策事業所となる。 
 また、原油換算エネルギー使用量が3箇年度連続※2で1500klを超えた場合は  
 特定地球温暖化対策事業所となる。 

※1 検証が必要。 
※2 指定相当地球温暖化対策事業所であった期間の原油換算エネルギー使用量も含めて判断する。 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
二行文章を読んで表で説明●これまで指定（特定）地球温暖化対策事業所であったが、中小企業等が二分の一以上所有に該当すると、指定（特定）地球温暖化対策事業所として指定取消しとなった後に、指定相当地球温暖化対策事業所となる。●その取消ですが、中小企業等が二分の一以上所有に該当し、廃止届の提出を行う際に、削減義務期間は下表に示すとおり終了年度を選択可能となります。（短縮された期間に対応した義務履行が必要）。ただし、一度選択した削減義務期間の終了年度を決定後に再変更することはできない。
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技術管理者 

・外部委託可。ただし、兼任する場合は５事業所以下であることを要する。 

統括管理者の意見・技術管理者の助言の尊重義務 経営者 

意見の申出 

技術的助言 

意思決定 

統括管理者 

指定相当地球温暖化対策事業所は、指定地球温暖化事業所の規定に準じて、統括管理者・技術 
管理者を選任する。以下に、指定地球温暖化対策事業所の規定を示す。 

■統括管理者の要件 
次に示す要件にすべて該当すること 
① 地球温暖化対策に係る業務を統括する部署に所属し、地球温暖化対策の実施に関する決定の権限 

及び責任を有すること 
② 東京都の定める講習会を修了すること 

次に示す要件にすべて該当すること 
① 都が定める資格のいずれかを有すること 
② 省エネルギー診断を実施する能力を有すること 
③ 東京都の定める講習会を修了すること 

■技術管理者の要件 

●都が定める資格 
エネルギー管理士、一級建築士、一級建築施工管理技士 

一級電気工事施工管理技士、一級管工事施工管理技士、

建築設備士、技術士（建設、電気電子、機械、衛生工学、

環境、総合技術監理（建設、電気電子、機械、衛生工学、

環境）） 

３．指定相当地球温暖化対策事業所の取組等 
-東京都地球温暖化対策指針の規定- 

東京都地球温暖化対策指針第８ ４ 地球温暖化の対策の推進体制 

技術的助言 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
それでは最初に、指定相当地球温暖化事業所の概要をおおまかに説明いたします。一つ目第２計画期間は、エネルギー使用量が原油換算で年間合計1,500 kL以上となった事業所のうち、中小企業等が二分の一以上所有する大規模事業所は指定相当地球温暖化対策事業所として、削減義務対象外となります。また、毎年行っていただいていた検証機関による排出量の検証ですが、義務期間終了年度以降は、この排出量の検証も不要となります。ただ、指定の取り消しを行う事で義務期間が終了するわけですが、この指定取消の時期について、3通りの選択ができます。これについては、後程説明いたします。二つ目中小企業等の割合が1/2以上である場合は、その事業所全体が削減義務の対象外となります。逆に、中小企業等の割合が1/2未満である場合は、中小企業等の持分も含めて事業所全体が削減義務の対象となります。三つ目指定相当地球温暖化対策事業所となっても、大規模CO2排出事業所の所有者として、指定地球温暖化対策事業所に準じた対策を推進するものとし、第２計画期間は17％削減（又は15％削減）に向けて計画的に取り組むとともに、組織体制の整備、地球温暖化対策計画書の提出・公表等を行うものとする。
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＜イメージ＞ 

受講義務のあるケース 

第２期以降 
新たに指定 
・指定相当 
の事業所 統括管理者の経験なし 

右を選任 

受講任意のケース 

第２期以降 
新たに指定 
・指定相当 
の事業所 

別の 
事業所 

統括管理者の経験あり 

右を選任 

受講任意のケース 

第１期中 
から指定 
の事業所 

統括管理者の経験なし 
制度の理解に努める 

右を選任 

●講習会の受講義務（指定地球温暖化対策事業所の規定） 
 
   第１計画期間：全ての統括管理者等に講習会の受講義務 
 
   第２計画期間：新たに指定地球温暖化対策事業所となる事業所において、 
          統括管理者等の経験がない者が統括管理者等になる場合は 
          受講義務 
          その他の場合、受講は任意（受講しない場合は、制度について 
          の理解に努めること。） 
 

 

※新規管理者等制度講習会は、毎年度春及び秋に開催予定 

３．指定相当地球温暖化対策事業所の取組等 
-東京都地球温暖化対策指針の規定- 

東京都地球温暖化対策指針第８ ４ 地球温暖化の対策の推進体制 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
それでは最初に、指定相当地球温暖化事業所の概要をおおまかに説明いたします。一つ目第２計画期間は、エネルギー使用量が原油換算で年間合計1,500 kL以上となった事業所のうち、中小企業等が二分の一以上所有する大規模事業所は指定相当地球温暖化対策事業所として、削減義務対象外となります。また、毎年行っていただいていた検証機関による排出量の検証ですが、義務期間終了年度以降は、この排出量の検証も不要となります。ただ、指定の取り消しを行う事で義務期間が終了するわけですが、この指定取消の時期について、3通りの選択ができます。これについては、後程説明いたします。二つ目中小企業等の割合が1/2以上である場合は、その事業所全体が削減義務の対象外となります。逆に、中小企業等の割合が1/2未満である場合は、中小企業等の持分も含めて事業所全体が削減義務の対象となります。三つ目指定相当地球温暖化対策事業所となっても、大規模CO2排出事業所の所有者として、指定地球温暖化対策事業所に準じた対策を推進するものとし、第２計画期間は17％削減（又は15％削減）に向けて計画的に取り組むとともに、組織体制の整備、地球温暖化対策計画書の提出・公表等を行うものとする。
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■総量削減義務の対象ガス： （特定温室効果ガス） 
 ・燃料、熱、電気の使用に伴い排出されるCO2 

  （住居の用に供する部分で使用されたものを除く。） 

  ・熱、電気の排出係数は、供給事業者の別によらず一律で、計画期間中固定※1   

第１計画期間：電気の排出係数 0.382 (t-CO2／千kWh) ※2 

第２計画期間：電気の排出係数 0.489 (t-CO2／千kWh) ※3 

 ※1 エネルギー需要側（対象事業所）のエネルギー使用量削減努力を評価するため 

 ※2 都内への電気供給事業者の３か年度 (平成17～19年度) の平均CO2排出係数 

 ※3 都内への電気供給事業者の２か年度 (平成23～24年度) の平均CO2排出係数 

■排出量報告の対象ガス：（その他ガス） 
・７ガス (非エネルギー起源CO2、CH4、N2O、PFC、HFC、SF6 、NF3 ※4)すべて 

・その他ガス削減量は、その事業所の削減義務には利用可能 （取引は不可） 

   ※4 NF3は平成27年度から算定し、平成28年度以降報告 

３．指定相当地球温暖化対策事業所の取組等 
-東京都地球温暖化対策指針の規定- 

東京都地球温暖化対策指針第８ ５ 温室効果ガス排出量の把握 

指定地球温暖化対策事業所では、特定温室効果ガス及びその他ガスの排出量を報告する義務が 
ある。指定相当地球温暖化事業所も同様に、排出量を把握、報告する必要がある。 
ただし指定相当地球温暖化対策事業所では排出量の算定に当たり、検証を受ける必要はない。 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
それでは最初に、指定相当地球温暖化事業所の概要をおおまかに説明いたします。一つ目第２計画期間は、エネルギー使用量が原油換算で年間合計1,500 kL以上となった事業所のうち、中小企業等が二分の一以上所有する大規模事業所は指定相当地球温暖化対策事業所として、削減義務対象外となります。また、毎年行っていただいていた検証機関による排出量の検証ですが、義務期間終了年度以降は、この排出量の検証も不要となります。ただ、指定の取り消しを行う事で義務期間が終了するわけですが、この指定取消の時期について、3通りの選択ができます。これについては、後程説明いたします。二つ目中小企業等の割合が1/2以上である場合は、その事業所全体が削減義務の対象外となります。逆に、中小企業等の割合が1/2未満である場合は、中小企業等の持分も含めて事業所全体が削減義務の対象となります。三つ目指定相当地球温暖化対策事業所となっても、大規模CO2排出事業所の所有者として、指定地球温暖化対策事業所に準じた対策を推進するものとし、第２計画期間は17％削減（又は15％削減）に向けて計画的に取り組むとともに、組織体制の整備、地球温暖化対策計画書の提出・公表等を行うものとする。
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３．指定相当地球温暖化対策事業所の取組等 
-東京都地球温暖化対策指針の規定- 

東京都地球温暖化対策指針第８ ６ 計画的な地球温暖化の対策の推進 

（１） 新規で指定相当地球温暖化対策事業所となった事業所のうち、「原油換算エネルギー使用量が三箇年度連続して 
    1,500ｋL以上」に該当した事業所。 
 
 
 
 
（２） 指定地球温暖化対策事業所から指定相当地球温暖化対策事業所となった事業所のうち、「原油換算エネルギー 
    使用量が三箇年度連続して1,500ｋL以上」に該当した事業所。 
     指定地球温暖化対策事業所から指定相当地球温暖化対策事業所に該当した事業所にあっては、指定地球温暖化 
     対策事業所であった期間を含めて判断する。 

 
 
 
 
 
（３） 特定地球温暖化対策事業所から指定相当地球温暖化対策事業所に該当した事業所 
      基準排出量に相当する量は、原則として特定地球温暖化対策事業所であったときの基準排出量を用いる。 

      また、削減目標率は指定取消しとならなかった場合の率とする。  

2014 2015 2016 ２０17 2018 2019 

1500未満 1500kl以上① 1500kl以上② 1500kl以上③ 削減目標 削減目標 

★削減目標設定 → → → → → → → ★事業所使用開始 

指定相当 

2014 2015 2016 ２０17 2018 2019 

1500kl以上① 1500kl以上② 

1500kl以上③ 削減目標 削減目標 削減目標 

★中小1/2所有 ★削減目標設定 → → → → → → → → → → → → →  

指定 

指定相当 

★指定相当該当 

★指定相当該当 

2014 2015 2016 ２０17 2018 2019 

削減義務 削減義務 

削減目標 削減目標 削減目標 削減目標 

★中小1/2所有 

特定 

指定相当 

★指定相当該当・ 
  削減目標設定 → → → → → → → → → → → → → → → → → → →  

★中小1/2所有 

以下の要件に該当する場合は、特定地球温暖化対策事業所に準じて基準排出量に相当する量を自ら算定し、事業所の種類に応じ
た削減目標率以上の削減目標を設定する。東京都への申請手続は不要。また、「特定温室効果ガス排出量算定ガイドライン」に
おける基準排出量変更の要件に該当した事業所は、基準排出量の変更量を自ら算定する。東京都への申請手続は不要。 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
それでは最初に、指定相当地球温暖化事業所の概要をおおまかに説明いたします。一つ目第２計画期間は、エネルギー使用量が原油換算で年間合計1,500 kL以上となった事業所のうち、中小企業等が二分の一以上所有する大規模事業所は指定相当地球温暖化対策事業所として、削減義務対象外となります。また、毎年行っていただいていた検証機関による排出量の検証ですが、義務期間終了年度以降は、この排出量の検証も不要となります。ただ、指定の取り消しを行う事で義務期間が終了するわけですが、この指定取消の時期について、3通りの選択ができます。これについては、後程説明いたします。二つ目中小企業等の割合が1/2以上である場合は、その事業所全体が削減義務の対象外となります。逆に、中小企業等の割合が1/2未満である場合は、中小企業等の持分も含めて事業所全体が削減義務の対象となります。三つ目指定相当地球温暖化対策事業所となっても、大規模CO2排出事業所の所有者として、指定地球温暖化対策事業所に準じた対策を推進するものとし、第２計画期間は17％削減（又は15％削減）に向けて計画的に取り組むとともに、組織体制の整備、地球温暖化対策計画書の提出・公表等を行うものとする。
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＜指定相当としての地球温暖化対策計画書の提出＞ 
指定相当地球温暖化対策事業所は、毎年、以下の事項等を記載した指定相当としての地球温暖 
化対策計画書を作成し、知事に提出する（登録検証機関による検証は不要。）。 

●指定相当地球温暖化対策事業所は、温室効果ガス排出量及び地球温暖化の対策の実施状況に係る情報を 
 公表するよう努めるものとする。 
 ⇒インターネット又は事業所における備え置き、掲示等による公表 
●知事は、温室効果ガス排出量及び地球温暖化の対策の実施状況に係る情報を公表するものとする。 

●削減目標 ：削減義務率（第１計画期間：8％又は6％、第２計画期間：17％又は15%）以上の目標値（
定量的な目標）を定める。※義務率＝目標率と読み替える。 
●目標を達成するための措置の計画及び実施状況 ：自らの事業所における削減対策と排出量取引の活用に
より、経済的・技術的に実施可能な対策を行い、その実績を把握する。 
●特定温室効果ガスの年度排出量 ：毎年度、排出状況を把握し対策の進捗状況を確認する。 
●その他ガスの年度排出量 ：排出量が多い場合、目標を定めるよう努める。当該事業所の排出量の１／２
以上である場合は、定量的な目標を定める。 

３．指定相当地球温暖化対策事業所の取組等 
-東京都地球温暖化対策指針の規定- 

東京都地球温暖化対策指針第８ ７ 地球温暖化対策計画書の作成等 

指定相当としての地球温暖化対策計画書の提出 

公表 

また、指定地球温暖化対策事業所に該当した翌年度以降、指定相当としての地球温暖化対策計画書を提出する 
際に、引き続き「中小企業等の所有が二分の一以上であることの確認書」及び添付資料を毎年度添付する。 
（この報告で中小企業等の所有割合が二分の一未満となった場合は、新たに指定地球温暖化対策事業所となる 
ための手続きを行う。） 

提出期限：当該年度の11月又は指定相
当該当日より90日の何れか遅い期日 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
それでは最初に、指定相当地球温暖化事業所の概要をおおまかに説明いたします。一つ目第２計画期間は、エネルギー使用量が原油換算で年間合計1,500 kL以上となった事業所のうち、中小企業等が二分の一以上所有する大規模事業所は指定相当地球温暖化対策事業所として、削減義務対象外となります。また、毎年行っていただいていた検証機関による排出量の検証ですが、義務期間終了年度以降は、この排出量の検証も不要となります。ただ、指定の取り消しを行う事で義務期間が終了するわけですが、この指定取消の時期について、3通りの選択ができます。これについては、後程説明いたします。二つ目中小企業等の割合が1/2以上である場合は、その事業所全体が削減義務の対象外となります。逆に、中小企業等の割合が1/2未満である場合は、中小企業等の持分も含めて事業所全体が削減義務の対象となります。三つ目指定相当地球温暖化対策事業所となっても、大規模CO2排出事業所の所有者として、指定地球温暖化対策事業所に準じた対策を推進するものとし、第２計画期間は17％削減（又は15％削減）に向けて計画的に取り組むとともに、組織体制の整備、地球温暖化対策計画書の提出・公表等を行うものとする。
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● 排出量の把握及び削減に協力 

● 協力推進体制に参画（努力義務） 

 

前年度末時点において、 

指定相当地球温暖化対策事業所内のテナントであって、 

床面積5,000㎡以上を使用している事業者 

床面積に関わらず、前年度一年間の電気使用量が600万

kWh以上の事業者 

 

 

 

 

● 協力推進体制への参画 

● オーナーからの共同削減義務申し出への対応（努力義務） 

特定テナント等相当事業者 

 

 

● オーナー・テナント間の推進体制整備 

● 統括管理者、技術管理者の選任 

● 指定相当地球温暖化対策計画書提出書の 

 提出・公表              など 

 

 

 

 

 

 

対象事業所の所有者 

東京都 

協力体制 

 

提
出 

「指定相当地球温暖化対策計画書提出書」 

提出 

必要に応じて、指導･助言 

全てのテナント等事業者 

「特定テナント等相当地球温暖化 
対策計画書提出書」 

テナント点検表 

指定相当地球温暖化対策事業者 

「特定テナント等相当地球温暖化 
対策計画書提出書」 

テナント点検表 

３．指定相当地球温暖化対策事業所の取組等 
-東京都地球温暖化対策指針の規定- 

東京都地球温暖化対策指針第８  ８ テナント等事業者における地球温暖化の対策の推進 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
それでは最初に、指定相当地球温暖化事業所の概要をおおまかに説明いたします。一つ目第２計画期間は、エネルギー使用量が原油換算で年間合計1,500 kL以上となった事業所のうち、中小企業等が二分の一以上所有する大規模事業所は指定相当地球温暖化対策事業所として、削減義務対象外となります。また、毎年行っていただいていた検証機関による排出量の検証ですが、義務期間終了年度以降は、この排出量の検証も不要となります。ただ、指定の取り消しを行う事で義務期間が終了するわけですが、この指定取消の時期について、3通りの選択ができます。これについては、後程説明いたします。二つ目中小企業等の割合が1/2以上である場合は、その事業所全体が削減義務の対象外となります。逆に、中小企業等の割合が1/2未満である場合は、中小企業等の持分も含めて事業所全体が削減義務の対象となります。三つ目指定相当地球温暖化対策事業所となっても、大規模CO2排出事業所の所有者として、指定地球温暖化対策事業所に準じた対策を推進するものとし、第２計画期間は17％削減（又は15％削減）に向けて計画的に取り組むとともに、組織体制の整備、地球温暖化対策計画書の提出・公表等を行うものとする。
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●原則 ： 指定相当地球温暖化対策事業者 ＝ 所有者 

●変更がある場合 ： 変更都度の届出は不要。 

           毎年度提出する計画書に最新の情報を記載する。                    

 年度途中で、次の変更等※が生じても、届出等は不要。 
 

     ※事業所の名称、所在地 
        所有者の氏名、住所       等 
 

 各種書類の提出などの事務手続きの委任をする場合は、事務手続きの 
委任を受けていることを証明する書類を提出する。 
（委任状のサンプル様式を東京都環境局ホームページに掲載） 

３．指定相当地球温暖化対策事業所の取組等 
-その他の注意事項等- 

指定相当地球温暖化対策事業者等の変更 
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４．お知らせ 

 御質問等をお寄せいただく場合の方法  
 制度に対する御質問の回答集について 

-27- 
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〔御協力のお願い〕 
 

●御質問等をお寄せいただく際には、「共通の書式（質問シート）」を御活用いただき、
できる限り「メールで御提出」くださいますよう、よろしくお願いいたします。 

 

 

●皆様からいただいた御質問に対する回答は、対象事業所の全ての皆様と広く共有させて
いただきたいと考えております。 

 

●このため、一般的な御質問等への回答内容は一定のとりまとめのうえ、東京都環境局 
ホームページ等で、「主な質問への回答（ＦＡＱ）」として掲載させていただく場合が
あります。 

 
 

    御理解・御協力くださいますよう、よろしくお願いいたします。 

【送付先】東京都 環境局 地球環境エネルギー部 総量削減課 相談窓口 

      
Eメール : keikakusho@ml.metro.tokyo.jp（制度全般に関する御質問） 
     torihiki@ml.metro.tokyo.jp（排出量取引に関する御質問） 
FAX     : 03(5388)1380 

「共通の書式（質問シート）」のダウンロード 
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/climate/large_scale/answers/question_download.html 

４．お知らせ –御質問等をお寄せいただく場合の方法- 
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都へいただいた主な御質問等への回答は、次のURLにてFAQを掲載して 
おります。 
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/climate/large_scale/answers.html 

この場所に掲載中 

４．お知らせ –制度に対する御質問の回答集について- 
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Tokyo Climate Change Strategy 

首都東京の企業と行政、ＮＧＯ・都民が 
連携して取り組む先駆的な温暖化対策 

東京都環境局HP http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/ 東京都環境局 
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